
「国と地方の協議の場に関する法律案」に関する意見書 

 

「国と地方の協議の場に関する法律案」については、３月５日に閣議決定し、

今通常国会に提出が予定されている。 

国と地方の協議の場は、地方が長年にわたって設置を求めてきたものであり、

地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立案の段階から国と地方が協議を

行い、国と地方の政策の効果的かつ効率的な推進を図るために不可欠なもので

ある。 

閣議決定された法律案では、構成員として、地方側から地方六団体の各代表

一人が参加することとされているが、真の地方分権確立のためには、多様な地

方の声を聞き取ることが重要である。 

このため、議員以外の地方公共団体の長または議会の議長が柔軟に参加でき

るようにすることを求めるものである。 

また、法律案には、「協議結果を尊重しなければならない」とされているが、

全国的連合組織を代表する者の意見が、必ずしも当該組織の総意であるとは限

らないため、少数意見が無視される懸念がある。 

このため、実際の協議に当たっては、少数意見を含め、各地方の多様な声を

反映できるよう運営することを強く要望する。 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 
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